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   開     議 

 

 

○渋谷佐輔議長 おはようございます。 

 これより本日の会議を開きます。 

 本日の会議に欠席の通告議員は、15番、町田

義昭議員１名であります。 

 よって、ただいまの出席議員は定足数に達し

ております。 

 なお、平 進介議員から、資料の配付につい

て申し出があり、会議規則第150条の規定によ

り許可いたしましたので、ご報告いたします。 

 本日の会議は、配付しております議事日程第

３号をもって進めます。 

 

 

 日程第１ 市政一般に関する質問 

 

 

○渋谷佐輔議長 日程第１、市政一般に関する質

問を昨日に引き続き行います。 

 それでは順次、ご指名いたします。 

 

 

 梅津善之議員の質問 

 

 

○渋谷佐輔議長 順位６番、議席番号９番、梅津

善之議員。 

○９番 梅津善之議員 おはようございます。 

 一般質問２日目、トップバッターでひとつよ

ろしくお願いしたいと思います。 

 昨日、平野小学校の学校保健委員会の報告会

がございまして、保健の先生から全国の体重で

あったり、平野小学校の標準も含めた体重、身

長なんかのお話もあったり、あと、運動に関す

る体力テストの結果の報告があったりもしまし

た。その後で、ＳＮＳの講習会を講師の方をお

招きしてお話をしていただきました。大変いい

研修だったので、ちょっと触れさせていただき

たいと思います。 

 ＬＩＮＥの会社の担当の方が東京から見えら

れての説明でありました。子供たちが今ＳＮＳ

でさまざまなことをやりとりしているというこ

とのお話から、いろんな危険なことも含めての、

注意喚起も含めてのお話でございました。 

 相手とのやりとりの中で、どうもうまくいか

ないことがあって、それが相手にとってはすご

く気になることでも、自分にとっては気になら

ないということ、それをアイスブレーキングと

いって、カードゲームで最初説明をしていただ

きました。 

 例えば、ここにちょっときのうのやつを持っ

てきてるんですけれども、すぐに返事がないと

か、なかなか会話が終わらないとか、話してる

ときにスマホ、携帯をさわってるとか、自分が

一緒に写っている写真を公開されるなど、嫌な

ところがあるんですけども、お母さんやお父さ

ん方、もちろん先生方もいらしたんですが、そ

れぞれみんな嫌なことが違うということがわか

って、それがやりとりの中で差が出てくるんだ

ななんていうことを感じたところでした。 

 お互い理解し合うには、面と向かって話をし

てもなかなか理解できないことがたくさんある

中で、今のツールを使う子供たち、もちろん私

たち大人もそうですけども、理解できるように

なれるツールに変えていくことが大切だという

と、そのためにはお互い話し合いを持って、子

供と大人もいろんな話をしながら理解して、便

利なツールを使うことが大切だというお話でご

ざいました。きょうはぜひ理解し合えていきた

いと私は思ってここに立っておりますので、ぜ

ひご協力いただきたいと思います。 

 それでは、通告に従って質問をしていきたい
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と思います。 

 まず、１番目の質問です。市庁舎を含め、公

共施設の設備投資がなされる予定が今後ありま

す。将来の財政面でどのように負担を抱えてい

るかということで質問させていただきたいと思

います。 

 まずは財政課長にです。新庁舎並びにさまざ

まな投資をこれから予定されております。その

中で公共投資していく中、もちろん交付税措置

なり補助制度も含めた中で、これから長井市が

将来の負担を含めて、本当にやっていけるのか

どうか含めて、まず財政課長に大きな面から説

明をいただきたいと思います。 

○渋谷佐輔議長 松木 満財政課長。 

○松木 満財政課長 おはようございます。 

 それでは、私からこのたびの庁舎整備事業の

財政的な制度内容と交付税というお話がござい

ましたので、交付税の算入の仕方、あとは将来

的な負担の状況についてご説明をさせていただ

きたいと思います。 

 ご承知のとおり、従来から庁舎の建設につき

ましては、交付税措置のない充当率が75％とい

う一般単独事業債というふうな起債を充当して、

残りを基金や一般財源のほうで手当をするとい

うふうなことで庁舎整備はしなければならない

ところでございました。それが熊本等の地震で、

この平成29年度から32年度までの時限的な措置

というふうなことで、市町村役場機能緊急保全

事業というふうな制度が創設されたというよう

なことで、これは対象事業に対して、従来75％

だった充当率が90％までかさ上げされて、その

うち75％については元利償還金について30％が

交付税の基準財政需要額に算入されるというふ

うなものでございます。充当の率とすると、そ

の75％の部分に30％を掛けるということで、

22.5％の部分が交付税に算入されるというふう

な事業でございます。 

 交付税措置というふうなことで、地方交付税

というものは財源調整機能と財源保障機能とい

う地方自治を支える大きな２つの機能を持って

いるところでございます。自治体が標準的な水

準の行政サービスを実施するために必要な一般

財源として積み重ねた基準財政需要額というも

のと、あと、その自治体の市民税、固定資産税

などの標準的な市税収入などに一定割合を掛け

た額と、あと、地方譲与税などを足した基準財

政収入額の差額で財源不足が生じた額、それが

財源不足額といいますが、それを普通交付税と

いうことで不足が生じた場合は交付税として交

付をする、それがプラスで収入のほうが多いと

きは、不交付団体ということで交付されないと

いうふうなことになりますが、長井市の場合、

この普通交付税、財源不足額というようなこと

で、今36億円程度の額を毎年交付されていると

いうような状況でございます。 

 なお、ここの交付税の部分で国の制度の交付

税財源が少ないということで、ご承知のとおり、

現在は臨財債、臨時財政対策債というふうな部

分で対応しているというふうなことで、２本立

ての交付税の内容ということでご理解をいただ

きたいと思います。 

 基準財政需要額というのは、人口や道路延長、

児童生徒数、農家数などの測定単位に、その事

業を行うに当たって標準的にかかると国が積算

した単位費用と言われる金額を掛けたものに、

自治体のそれぞれの自然的、社会的な条件の差

を考慮するために補正係数を掛けて、その一つ

の基準財政需要額という金額を出しているとい

うふうなことになっていることを、まずはご理

解をいただきたいというふうに思います。 

 市町村役場機能緊急保全事業を活用して、こ

のたび起債対応をしていくというふうなことに

しておりますが、市債の元利償還金に対する交

付税算入というものについては、交付税算定の

中の事業費補正という部分で算入されるという

ふうなことになるものと思いますが、前に申し
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上げたとおり、積み上げたそれらの項目の基準

財政需要額の総額が財源不足額としてそのまま

交付税として交付されるものではございません

が、元利償還金の22.5％はルールとして算入さ

れるものでございまして、この制度を活用せず

に庁舎建設を行った場合は、算入額が入らない

というようなことになって、財政的には将来の

市民に対しては大変な損失をこうむらせること

になるというふうに考えております。 

 ちなみに、30億円の事業費としてどのぐらい

の額か試算をしてみますと、交付税算入額の起

債額は、先ほど申し上げたとおり充当率は90％、

その中の75％ということで、30億円のうちの22

億5,000万円のところで元利償還金に交付税算

入になるというふうなことになってございます。 

 通常20年の償還ということで、現在、通常適

用されている一番多い利率としては年0.3％と

いうことで試算をしますと、20年間の元利償還

金の総額は元金22億5,000万円でございますが、

23億3,000万円というようなことになりまして、

それに単純に22.5％を掛けますと５億1,000万

円ぐらいの金額になるというようなことで、今

回のこの制度は非常にチャンスというふうに捉

えております。 

 長井市としては、庁舎分散や老朽化などで市

民の方々にご不便をおかけしているというよう

なことで、この制度を利用して、60年先まで安

全で、市民の皆さんが足を運びやすい庁舎を建

設できる本当に千載一遇の好機というふうに捉

えて、今回取り組んでいるものでございます。 

 そして、策定した公共施設整備計画では、従

来の償還額が平準化されて、一時期に公債費が

激増するようなことのないように、今まででき

なかった施設整備の事業時期を配分をして、こ

の計画に落とし込んでいるというような状況で

ございます。 

 市庁舎も含めた大きな整備が続く前期の施設

整備が一段落をして、その後、起債償還が始ま

っていくというふうなところで、平成35年度以

降、厳しくなるというふうなことでお考えにな

られると思いますが、ここのところも実質公債

費負担額としては９億円台後半で推移するとい

うふうなことで、現在推計をしているというよ

うな状況でございまして、現在の５次総の中で

の目標額10億6,000万円というところを下回っ

ていくというふうなことで、現在は考えている

というようなことでございます。 

 なお、いつでもその時々できる最大限の経費

節減などはしながら、将来の財政見通しもしっ

かり立てながら事業を実施する必要があるとい

うふうには思ってございます。 

 長井市が将来的に存続して、西置賜を中心と

して機能していくというふうなことのためには

都市機能の維持も必要でございまして、財政と

のバランスをしっかり見ながら、住む人たちが

暮らしやすく幸せな環境をつくっていくという

ふうなことが、私たち市役所に課せられた重要

な役割というふうに考えてございます。 

 大変長くなって申しわけございませんが、そ

のようなことでよろしくお願いをいたします。 

○渋谷佐輔議長 ９番、梅津善之議員。 

○９番 梅津善之議員 千載一遇のチャンスで、

市庁舎に関しては、この制度にのっとって早急

にというお話だと思っておりますし、30年以降

はなかなか大変だかもしれないけども、今しか

ないんだというお話でございました。 

 （２）の、次に移らさせていただきますが、

これは市長にお伺いします。 

 市庁舎も含め、これは６月にも同じような話

を私、させていただいておりますが、複合施設、

文化会館、計画されてるだけで141億円、土地

代も含まないでという話でございました。その

他、ここには長井病院など、「など」と私は書

いておりますが、その他も含めて、市長は本当

にこの計画を淡々と実行できる思いでいらっし

ゃるのかも含めて、お考えをお聞きしたいなと
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思っております。 

○渋谷佐輔議長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 おはようございます。 

 梅津議員のご質問にお答えいたします。 

 梅津議員からは、公共施設等さまざまござい

ますけども、それと、計画にはのっていない長

井病院などを考えなければならない等々たくさ

んあるんだけれども、果たしてこれの建設等、

編成等をきちっとやっていけるかというふうな

ご質問の趣旨だというふうに思います。 

 ただいま財政課長から全体のお話、財政的な

面でのどういった措置ということがあって、見

通しを立てながらきちっとやってると。それに

つきましては、昨年の10月に公表させていただ

きました公共施設等整備計画の中に財政的な見

通しもきちんと示してございます。 

 ただ、これは今の国の財政状況の中での計画

でございますんで、これが不測の事態が生じた

場合、例えば、これはあってはならないことで

すけれども、今の地方交付税制度を変えていく

ということがもしかしたらあるかもしれません。

これはそう簡単には変えられないはずなんです

が、また、かつて三位一体改革ということで、

いわゆる自主財源の部分をふやすから、国の交

付税は減らしますよということで、実際は自主

財源のとこ、これはふえなかったわけですが、

交付税を一時減らされた時期がございました。

こういったことがございますが、ただ、あらか

じめ国が認めて起債、起債っていうことは借り

入れですよ。借り入れを起こしたものについて

交付税措置をしますよ、後年度、それについて、

それをしなかったという例はないはずでござい

ます。全部調べてないんですが、これは国も信

用が第一でございますんで、これをしなかった

ら国自体の信用度が落ちると。我々地方自治体

としては、地方六団体での協議の場、あったり、

あるいは全国市議会議長会なり、我々全国市長

会なりでしっかりと地方自治体の財政状況やら

課題などを国に対して示しているわけですから、

これはまず100％ないと言ってもいいはずであ

ります。そういった中で見通しを立ててやるこ

とですから、これはもちろん可能だというふう

に思っております。 

 庁舎につきましては、この後もご質問いただ

いてるようなんですが、今回の財政措置が総務

省から示されたということで、県内の古い庁舎

を抱えている市、町、10市町が今回整備計画を

立ててございます。私どもは庁舎につきまして

は、もう既に７年前ぐらいから検討を庁内で開

始しておりまして、近年、副市長を委員長とし

て、庁内で十分練った案を公共施設等整備計画

に入れておりますので、思いつきや、あるいは、

そういう財政措置が出たからやろうということ

ではないんですね。 

 この置賜では、私ども、長井と米沢市と川西

町と。米沢市の庁舎は、たしか昭和42年の庁舎

なはずですので、途中で大規模改修してるんで

すね、それでも今回やると。それはいろんな事

情があると思います。あと、川西町は、私ども

もより若干後なんですが、やはりかなり老朽化

してるということで、もう既に場所も決めて、

場所が決まりますと、大体全体事業費が出てま

いりまして、36億円程度ぐらいの事業費として

算出してると。私どもも30億円というのがひと

り歩きしてるんですが、これは具体的に場所が

決まらないと決まらないんですね。あと、算出

できないということで、私は30億円から40億円

の間でやりたいということを市民の皆様にはお

話ししていますが、30億円でできるかどうかと

いうこともあるかと思います。 

 重要なのは、例えば、長井病院については、

私ども市単独ではなくて、置賜病院組合から企

業団に変わったわけですけども、県の支援を受

けたり、あるいは病院を建てるときには、起債

についてはかなり厳しい見方をされております

ので、これは私ども単独じゃないということで
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入れておりません。 

 それ以外にも、さまざまなものがございまし

て、入れてないものもあります。ただし、財政

的な見通しについては、中期展望ということで、

おおむね５年程度の部分は、道路でも、例えば

河川改修でも大きいものは入れてございます。

それで、道路も、例えば道路改良、新設ってい

うのは今はほとんどしてないんですが、市道は

ですね。道路改良も、ある程度の距離あるとこ

ろは、結局用地買収やら移転補償も含めれば、

３億円、４億円っていうのは決して珍しいわけ

ではないんです。それは入れておりません。た

だし、中期展望の中できちんとうたっておりま

す。 

 あと、全体的な財政の見通しについては、梅

津議員は２期目ですので、具体的には市民とし

て我々の財政再建のほうを見ていただいたと思

うんですが、平成八、九年ごろから財政再建を

しなきゃいけないということで、元平市長のと

きから実は初めてます。そして本格的に始めた

のは、前目黒市長のときの財政再建５カ年計画、

そして私にバトンタッチされて、いわゆる集中

改革プランの５年間、この10年間の財政改革、

財政再建、行財政改革を我々経験してきて、ど

のぐらいその平成９年ぐらいと今で、この20年

間で変わったかっていうのは、具体的な数字と

しては、きちっと示してはいないんですが、あ

る程度感覚的には全部わかってるつもりです。 

 特に平成10年ぐらいを一つの基準にしてみま

すと、一般会計の借金も相当ありました。隠れ

た借金も含めて、特に土地開発公社等々で200

億円程度あったろうと。ただ、そこに含まれて

ないのが、特に公共下水道の特別会計なんです

が、あれは非常に大きくて、120億円、平成10

年当時は120億円まではなかったと思うんです

が、100億円程度あったと。ですから、アバウ

トで300億円あったのが、じゃあ今、具体的に

どうかといいますと、市債残高は120億円ぐら

いではございますが、先ほど財政課長からあり

ましたように、近年、国の財政が厳しいという

ことで、本来現金でいただく地方交付税を臨時

財政対策債ということで、一時市町村で借り入

れしてくださいと、こういう制度を最近ずっと

使っています。それは後年度、100％国で交付

税に算入しますと言ってるわけですから、これ

は我々の借金ではないっていうふうに思ってま

す。そうしますと、実際は70億円程度でござい

ます。それに、かつて120億円あった、いわゆ

る公共下水道の残高が、現在はもう70億円から

60億円まで下がってますんで、そうしますと、

実質的には70億円の、仮に70億円だとしたら

140億円ですね、それが本当の我々の借金だと

いうことでございます。 

 今後、150億円程度を10年間でやった場合、

当然その間の起債残高はどんどん減ってきます

から、これはこれで減ってくると。特に公共下

水道は、この10年間で新たに事業をやったとし

ても30億円程度に減るというもくろみでござい

ます。そういった中で、かつて300億円やって

て、何とか持ちこたえてたわけですね。 

 その平成10年程度あたりを基準にしますと、

何が大きく、じゃあ内面的に変わったかってい

うと、いわゆる固定費として最たるものであっ

た人件費が430名から、今286名程度であります

から、かつて最大ピークのときは38億円、人件

費があったものが、現在は22億円程度です。今

後も若干の増減はありますが、かつてのような

30億円なんて、とてもとてもあり得ない話でご

ざいまして、そういった意味からいえば、その

固定費の部分で10億円以上減ってるんですよね。

ですから、私どものもくろみとしては、もう十

分やれると。 

 庁舎についても、私個人としては、やるとし

たら一番最後だと思ってたんですが、ただ、ま

ず一番上がってきたのは、ハザードマップ上、

非常に危険な場所であるということと、何より
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も市民の皆様には、第２庁舎なくなりましたけ

ど、６カ所にわたって分散していますんで、非

常に不便な庁舎であると。なおかつ、古いつく

りですんで、我々職員のほうが、市民いらっし

ゃった方よりも目上なんですよ、高いんですよ。

あと、打ち合わせしたり、プライベートをきち

っと保障するような、そういった場所も機能も

ないと、これで果たしていいのかと。しかも、

60年を越えて県内一古いと。ですから、これは

建てなければならないということで昨年発表し

たところ、ことし国のさまざまな地震や風水害

等々から鑑みて、庁舎について４年間限りの支

援をするということであるので、これはぜひ何

としてもここの機会にならなきゃいけないと考

えているところでございまして、可能なことか

ということであれば、これは今の国の状況が続

く限り、間違いなく全て実現できるものという

ふうに考えているところでございます。 

○渋谷佐輔議長 ９番、梅津善之議員。 

○９番 梅津善之議員 間違いなく全て実現でき

るということの思いでございました。私もそり

ゃあ庁舎なんかは、もちろん必要だと思ってお

りますし、今回のチャンスをという気持ちも十

分わかります。ただ、全体の状況とか今後20年

の人口の推移であったり、今の、財政出動とい

う言葉が適当かですが、公共事業を含めて、建

設会社もいっぱいいっぱい、人手不足なんかも

取り沙汰されている中でございます。いろんな

状況を踏まえれば、なかなか大変でないかなな

んていう思いも含めて、あえてもう一度聞かせ

ていただきました。 

 では、今、新庁舎のお話でございましたので、

そのことをもうちょっと深くお聞きしたいと思

います。市長にですけども。 

 まずは、場所について、もちろん市庁舎等特

別委員会でもこれから議論していかなければな

らないと私も思っておりますけども、新聞報道

等で駅周辺とかという話も出ております。中心

市街地活性化計画の範囲内であって、ただいま

市長がおっしゃいました、今の場所がハザード

マップ上、なかなか難しいというところもあっ

たりする。さらには、中心市街地に例えばこだ

わるんであれば、やっぱり街路事業をやってい

る周辺、ヨークベニマルの跡地であるというの

も候補地であったはずでありますし、そことた

だいま検討している駅周辺のところという、こ

の中身についての整合性というか、お考えなの

か、これは市長にちょっとお伺いしたいなと思

っております。 

○渋谷佐輔議長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 反問です。 

○渋谷佐輔議長 ただいま市長から申し出がござ

いました反問について、これを許可します。 

 なお、論点の整理、あるいは趣旨確認の範囲

でお願いします。 

 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 ただいまの梅津議員のご質問で

ございますが、梅津議員からは、ことし３月議

会で公共施設整備と財政状況についてというご

質問をいただき、そして今回特にほとんどダブ

っておりますのが３月議会の予算特別委員会、

このところで場所の検討等々をご質疑いただい

ております。さらには６月の一般質問で、これ

は今回と全く同じような質問をいただいており

ます。そこで全てお答えしておりますが、加え

てこの庁舎につきましては、３月議会で平 進

介議員から市庁舎の件について、さらには９月

の一般質問で五十嵐智洋議員から、これはまさ

に用地のこととかさまざまなことをご質問いた

だいています。さらに９月の一般質問では、赤

間議員から全く同じ趣旨のことをご質問いただ

いて、場所の考え方やら、あるいは、なぜ中心

市街地を選定しているのか等々を説明してござ

います。 

 加えて、梅津議員が委員長をなさってる市庁

舎等建設調査特別委員会におきまして、９月に
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は、あの駅周辺を視察されたということであり

ますし、10月には、やっぱり計画の内容につい

て詳しくお話ししています。その際に、この市

庁舎の建設については、ぜひ国の支援措置をい

ただきたいと。ついては、できれば10月ぐらい

まで市議会の大まかな合意を頂戴し、12月には

最終的には合意をいただいて、そして条例案の

改正について３月議会、遅くともですね、場合

によっては臨時議会、川西町みたいにしなきゃ

いけないんですが、それをしないと間に合わな

いということを再三申し上げているにもかかわ

らず、このようなご質問をいただいたというこ

との趣旨を、本来であれば一括質問であれば反

問する必要はないのかもしれませんけども、一

問一答でございますんで、その趣旨が私も理解

できませんので、趣旨についてお尋ねするとこ

ろでございます。以上です。 

○渋谷佐輔議長 ９番、梅津善之議員。 

○９番 梅津善之議員 もちろん市長には、今ま

でもそのような議論を私も含めてされてきたこ

とも私もわかっております。ただ、状況がいろ

いろ、例えばヨークの跡地の利用のことであっ

たりするし、変わっております。例えば同じこ

とを聞いても、時間がたてば考え方も変わった

りということもあるかと思いますし、あえて聞

いてるのは、市民の方、もちろん今回の、議会

の意見交換会でもさまざまな意見を市民からい

ただきました。それは、いや、心配なんかして

ねえよなんていう言葉の裏には、さまざまなこ

とを心配なさって言ってる方がたくさんいる。

私は議員の一人として、それを市長に聞いて、

明確な答えをいただかんなねという思いでお聞

きしております。ぜひご理解いただいて、答弁

願いたいと思います。 

○渋谷佐輔議長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 それでは、梅津議員のご質問に

お答えいたします。 

 梅津議員からは、市民と議会との意見交換会

の中で、市民の方から率直なご意見をいただい

たということでございますが、私もいろんなと

ころに座談会に行って、市民の皆様からご意見

をいただきます。やっぱり市民の皆様と議会も

私ども執行者も行政側も、違うところは何かと

いったら、常に最新の情報を我々は議会のほう

にもお示ししてますし、我々執行者ですから、

それだけの覚悟を持っていろんなことを臨んで

いるわけですね。 

 市民のご意見に対してどんなご回答をなさっ

たかはわかりませんけれども、少なくともこう

いうことで今進めてますよと、12月ぐらいまで

に場所を決めないと、これからこの事業を受け

られないんだっていうことはわかっているわけ

でございまして、そのことをどういうふうに市

民の方にお話ししてるかですが、それは議会の

議員の皆様のお考えですから、私から言うそん

な権利はないんですけども、やはり少なくとも

最新の情報は常に議会にはお示ししているわけ

ですね。 

 したがって、市民から聞かれたことと同じこ

とを私に聞かれるっていうのは、非常にその趣

旨をはっきりしてもらわないと、何でしょうか、

議会の質問に対して、議員の質問に対して、や

っぱり適切な回答できないと思って反問させて

いただいたんですけれども、まず申し上げます

が、このたびの庁舎の中心地にこだわるのであ

ればということのこだわるのであればというの

は、なぜ中心市街地にすべきかっていうことは

再三申し上げているわけですね。 

 今ご質問の中で、ヨークベニマルのこと、本

町の街路事業をやってるから、そこのほういい

って、状況変わったんじゃないかということを

言ってますが、状況は変わってないということ

は常々申し上げているはずなんですね。一番の

ヨークベニマルの跡地で適地として、私個人で

すよ、課題だなと思っているのは面積が足りな

いっていうことなんですよ。5,000平米程度し
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かありませんから、市庁舎の面積として大体

1.2ヘクタールから1.5ヘクタールあるのが望ま

しいと、駐車場もこのぐらい必要だということ

を何回も示してるわけですよ。そうしますと、

あそこにしますとどういうことになるかという

と、市民にとってはいいでしょう、立体駐車場

になるんですよ、このコストたるやすごいもの

があって、そこを考えておっしゃっているのか、

これはもう振り出しに戻すようなご質問だなと

思ったんですね。 

 したがいまして、ヨークベニマルの跡地も含

めて３カ所あるっていうのはお示ししているわ

けですよ、まだ決定してないわけですよ。です

から、利用する案があってもいいんではないか

って、案はありますよ、まだ決定していないだ

けで。ですから、全く議論がかみ合わない。こ

ういうことが再三再四あっていいのかと、貴重

な議会の時間ですから、もう少し議員の本音の

部分をお聞きしたいと思いますし、ただ、これ

一問一答ですから、再質問はできないはずです

よね。したがって、これ以上進まないんですよ

ね。 

 最終的な答えを申し上げますと、中心市街地

にこだわるのは、まず１つは、議員おっしゃる

とおり、本町の街路事業を進めながら、もう一

度まちなかににぎわいをつくろうと。きのうの

一般質問でもお答えしてますが、我々は交通立

地は長井市は決してよくありません。それが米

沢市、高畠町、南陽市、同じ置賜の中で、立地

のいいところと一緒に均衡ある発展を遂げるに

は、それのハンデを乗り越えるような何かがな

いとだめだと。その一つが教育であり子育てで

あり、そしてまちなかで、ある程度市民の皆様

が山形とか天童とか仙台に行かなくても、通常

は週末は家族で過ごせるというような都市機能

が必要じゃないかということを申し上げている

わけで、だから中心市街地の活性化基本計画を

非常に苦労して立てたと。 

 前回も言ってると思うんですが、梅津議員で

はないかもしれませんけども、これ庁舎を外に

出しますと、中心市街地活性化基本計画は取り

消しになる可能性が高いと。ですから、本町の

テナントミックスで株式会社楽街が、若い人た

ちがあのように頑張っていることも、第２弾あ

るわけですよ。これ、採択される見通しはかな

り厳しくなると。そういったことも含めて、全

体的なものでありますので、一つ一つの部分で

ご質問されるのは、残念ながら今回の公共施設

等整備計画、あるいは長井市の将来構想の中で、

全くかみ合わない議論だと、そのように思って

ます。 

○渋谷佐輔議長 ９番、梅津善之議員。 

○９番 梅津善之議員 かみ合わない議論だなと

市長はおっしゃるかもしれませんけども、議員

の思いとして、それは市民が思っていることを

ここで発言させていただいているわけで、それ

がかみ合わないと言われると、非常に俺も残念

だなと思うしかないですし、市長のお考えを

淡々と述べていただければ、それはそれとして

市民も納得することもあるかもしれませんし、

そうでないこともあるかもしれないと私は思っ

ております。できればお互いに納得して話し合

いがうまくいけばいいなと思っておりますけど

も、これもいたし方ないことかなと思っており

ます。 

 最後の質問に移りますけども、全体としてと

いう全体の意味は、市役所の先ほど言いました

場所の考え方や、当然、先ほど、これから全部

公共施設を何とかしていくんだということも含

めて、もう一度その計画の考え方というか、市

役所庁舎の考え方、場所も含めての考え方や公

共施設全体の考え方なんかも、その都度見直す

ということはあるかもしれないですけども、そ

の辺も含めてご答弁願いたいと思います。 

○渋谷佐輔議長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 お答えいたします。 
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 まず、市民の声だとおっしゃってますが、私、

反問する際に趣旨をお聞きしたいということを

言ったんですが、議員はご存じじゃなかったん

ですかということを言いたかったわけですよ。

なぜ中心市街地にしなきゃいけないのか、ある

いは、ヨークベニマルがなぜ用地として、可能

性はあるんだけど、候補地の一つではあるんだ

けども、私が考えるに面積が足りないと、あそ

こに建てるとコストがかかりますよということ

を申し上げたわけで、それを市民がそういうふ

うに言ったのに、答えてもらえないのは残念だ

っていうのは、私こそ残念ですよ。議員はご存

じのはずなのに、何でそこで市民の方と、市長

はこう言ってるということを言われたかどうか

はわかりませんけども、それが本当の議論です

よ。 

 全体的な見直しということでのご質問でござ

いますが、先ほど言いましたように、22.5％と

いうのは、仮に30億円だったとしても、先ほど

財政課長が申し上げたとおり、５億円以上の金

額が、この制度を使えば入るわけですよ。見直

しをこれからしたら、これは臨めないと。 

 どっかで議論をしてかみ合うといたら、じゃ

あ、例えば候補地は、梅津議員はどこがいいっ

ていうこともおっしゃってない、中心市街地じ

ゃないとしたらどこがいいかっていうこともお

っしゃってない。前回は南中とか学習プラザと

か、南のほうがいいんじゃないかというご意見

はあったというふうに思っておりますが、しか

し、それは一個人の意見なのか、あるいは議会

として、整備検討委員会としての意見なのか、

これをもう決めなきゃいけないんですよ。２年、

３年かかって場所を決めるというような状況で

はなくて。ですから、残念だ、かみ合わないっ

ていうのは、私が言いたいですよ。議会に議決

してもらわなきゃいけないんですよ。 

（「・・・淡々と。余計なことだべ」の声あ

り） 

（「議長、議事進行」の声あり） 

○渋谷佐輔議長 13番、蒲生光男議員。 

○１３番 蒲生光男議員 お座りください。 

 市長答弁は、今、梅津議員が全体として計画

を見直すことは必要ではないかというふうに聞

いているのですから、余計なことは言わないで、

単に淡々と答えていただければいいんじゃない

ですか。私が聞いてると、反論に聞こえるんで

すよ、反論に。これはそうじゃなくて、質問さ

れることに淡々と答えていただく、こういうふ

うにしてもらったほうがよろしいんじゃないで

すか。 

 私はずっと聞いてますと、梅津議員はこう言

ってますけど、それは違うっていう、いわゆる

反論に聞こえるんです、反論に。反論権は長井

市議会では認めておりませんので、そこはもう

少し冷静に淡々と答えていただくように、議長

のほうから議事整理権を使って進めてください。 

○渋谷佐輔議長 市長に申し上げます。 

 ただいま反論ということでございましたが、

ひとつ答弁をよろしくお願いします。 

 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 梅津議員に対しましては、私自

身の反論に近いような考えを申し上げたという

ことで、おわび申し上げたいと思います。 

 ただ、やはり梅津議員からここに質問いただ

いている以外のこともおっしゃっているんで、

つい私も申し上げたということでございます。

結局、質問項目はこれだけであります。いわゆ

る一括質問でございませんので、ここのことだ

けをおっしゃれば、私もこれだけ話しますが、

それ以外のこともおっしゃれば、ついつい言っ

てしまったということで、今後こういったこと

のないように注意いたしますので、大変申しわ

けございませんでした。 

 最後に、簡潔にお話し申し上げます。 

 全体として計画を見直すことは必要ではない

か、現時点で見直すことは、この事業、補助を
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受けるということを断念するに値するというふ

うに思っておりまして、私個人としては全く考

えておりません。 

○渋谷佐輔議長 ９番、梅津善之議員。 

○９番 梅津善之議員 さまざまな考えがあるわ

けで、市長の考えは考えとして私も検討してい

きたいと思います。 

 では、次に移らさせていただきます。 

 大きい２番目の長井市のごみ収集についてと

いうことで質問させていただきたいと思います。 

 市民課長にですが、中央地区の燃えるごみの

収集が週１回となっておるのは、当然課長も存

じ上げていると思いますけども、近年、みずは

の郷も含めてですが、市外からいらっしゃって、

長井市におうちを建てられてお住まいの方々に

こんな話を私言われたことがありまして、小さ

なお子さんのおむつであったりとか、おじいち

ゃん、おばあちゃんのおむつであったりとかと

いうような、とても夏場は大変だと。さらには、

物置小屋とかなんかもないお方もたくさんいら

して、非常に困っているんだけども、どういう

ことだなんていう話をいただいております。レ

インボープランの理念も含めて、私はいろんな

話をさせていただいておりますが、なかなか理

解できていないなんていうことも、相手の気持

ちに立って考えればわかるんですけども、その

辺の市民の声なんかを市民課長、どのように受

けとめられているか、ご発言いただきたいと思

います。 

○渋谷佐輔議長 佐藤 隆市民課長。 

○佐藤 隆市民課長 お答えいたします。 

 長井市では、本市の望ましい環境像である、

みんなでつくる自然と人とが共生し、未来へつ

なぐ循環型のまち長井を目指して、レインボー

プランを初めとする循環システムを推進してお

ります。 

 中央地区につきましては、地域住民の皆様の

ご理解とご協力をいただきまして、可燃ごみの

回収は水曜日のみとなっておりますが、近年は

集合住宅で生活する方々が年々増加しておりま

して、生活も多様化し、可燃ごみの収集に対す

るご要望を耳にすることがふえております。ま

た、文書でご要望をいただくこともございます。

このような現状を踏まえまして、可燃ごみ回収

をふやす検討を進めておるところでございます。 

 ごみ処理の事業につきましては、置賜３市５

町で事務組合を組織いたしまして、広域共同で

実施しております。３市５町での調整を要する

ことに加えまして、ごみの回収は長井市、白鷹

町、飯豊町の１市２町の共同で行っており、１

市２町の調整を要することや、生ごみの回収回

数を維持して可燃ごみの回収回数をふやした場

合、概算ですが年間1,350万円ほどの経費が新

たに発生すること。可燃ごみを生ごみ等のほか

のごみとあわせて回収するとした場合、中央地

区には236カ所ございますごみ収集所における

ごみ収集スペース等の課題がございますので、

来年度から紙おむつ等の可燃ごみ回収回数の増

加に向けて、いろんな課題はございますが、検

討を進めているところでございます。 

○渋谷佐輔議長 ９番、梅津善之議員。 

○９番 梅津善之議員 十分に把握しているとい

うことでございます。２番目を抜かしまして、

市長に伺います。 

 レインボープランの理念と考え方の、もちろ

ん20年もたっているということもありますし、

それと同時に衛生面での対策も含めてというこ

とで、ぜひ来年度に向けて回収を週２回お願い

したいと思ってるんですが、その辺の今後の考

え方を市長にお伺いしたいと思います。 

○渋谷佐輔議長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 お答えいたします。 

 市民課長から申し上げましたように、検討し

ておるんですが、置賜３市５町でこれを行って

いるということと、あと、中央地区につきまし

ては、レインボープランの生ごみ回収が２回と
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かといろんなことをしますと、どうも土曜日も

するみたいなことをしないと、あるいは生ごみ

と一緒に燃えるごみも収集するとか、そういっ

たことをしないと、ちょっとかなり日程的にハ

ードだということもありまして、早急にまずは

置賜広域行政事務組合のほうに協力を要請する

ということと同時に、中央地区の衛生組合の皆

様と相談しながら、ここのところをどうしたら

いいかということで、ぜひ来年の４月からこれ

を実施できるようにということで、今全力で調

整をしているところでございます。 

○渋谷佐輔議長 ９番、梅津善之議員。 

○９番 梅津善之議員 ぜひよろしくお願いした

いと思います。 

 最後の質問に移ります。生徒数の減少に伴う

中学校のあり方についてということで、教育長

にお伺いします。 

 近年特にですけども、サッカーであったり野

球であったりする部活動の活動に、人数が少な

くてなかなか大変だなというお話を父兄の方か

らお聞きしたりすることがあります。今後、生

徒数の減少に伴って、中学校の再編ということ

を教育長は考えていらっしゃるか、お聞きした

いと思います。 

○渋谷佐輔議長 平田 裕教育長。 

○平田 裕教育長 私のほうからは、生徒数の減

少に伴う中学校のあり方についてということで

ご質問をいただいたわけでございますが、ご存

じのとおり、南北両中学校、昭和57年に開校い

たしました。現在35年目を迎えております。当

時の生徒数から見ますと、本当に減っているこ

とは事実でございます。開校当時、北中は683

名、南中は697名ございました。現在は北中が

320名、南中が412名というふうになってござい

ます。 

 このように、児童生徒数が減少しつつあるこ

とは確かなことでございますけれども、この先

10年ほどを見てみますと、極端に減少するとい

う状況ではございません。議員おっしゃるとお

り、現在の中学校が維持できないんじゃないか

というような状況にはらない、そこまで落ち込

むことはないというふうに、少なくとも今後10

年間については考えてございます。 

 ちなみにでございますが、来年度、長井南中

は13人減って399人になる予定ですが、長井北

中のほうは６人ふえまして326人、トータルし

ますと７人の生徒数の減にとどまっているとい

う状況で、全体としては200人ぐらいの状況が

10年ほど続くというふうに見ております。 

 そのようなことで、このまま２つの中学校で

学ぶことができればというふうに考えていると

ころでございますが、現在、長井市としまして

は、長井市の人口ビジョンであるとか、それか

ら、まち・ひと・しごと創生総合戦略を立ち上

げて、この人口問題、何とか食いとめようとい

うことで取り組んでいるわけでございますので、

教育のほうでも頑張りまして、何とかこのまま

２つの中学校で学ぶことができればというふう

に考えているところでございます。 

○渋谷佐輔議長 ９番、梅津善之議員。 

○９番 梅津善之議員 何とかこのまま２校を維

持してということの答弁だと思いますけども、

私がちょうど、今57年開校と言いましたが、中

学校２年生で統合でございました。当時のスロ

ーガンに700人の心を一つにということで、今

は689人とかという話がありましたけども、そ

んな思いで中学校を卒業して、その後、多分も

うちょっとふえたような時期もあったやに思っ

ております。 

 山形新聞の11月28日の記事に白鷹町がプロジ

ェクトチームだということで、出生率の急変、

急激な減に打つべき手はあるのかなんつう話で、

プロジェクトチームができたということも新聞

記事に載っておりました。きのうの一般質問で

も人口減少対策に資するさまざまなご提案など

もあったりして、そう願いたいと私も思ってる
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んですけども、必ずしもそうでないときが訪れ

てくるかもしれない、かもしれない話を教育長

に聞くのは、まだなかなか難しいと思いますけ

ども、長期的に考えたときに、本当にそれでい

いのかどうかも含めて、もう一度教育長に答弁

願いたいと思います。 

○渋谷佐輔議長 平田 裕教育長。 

○平田 裕教育長 長期的にというお話でござい

ますけれども、確かに生徒数が、その減少が顕

著になりまして、そして急激に少なくなってか

ら慌てて、議員おっしゃるような統合のことを

考えるようでは、これはいけないというふうに

思います。今後の生徒数の変化を注視しながら、

中長期的に検討していくことは、これは必要で

あり、大切なことであるというふうに思います。 

 ただ、先ほど申し上げましたとおり、現在、

統合前提というようなことで考えるのではなく

て、何とかこの人口、生徒数を維持していける

ような対策をということがまず第１番目にすべ

きことというふうに考えてございます。もし仮

に検討せざるを得ない場合でございますけれど

も、幾つか考えなければならないことがあると

いうふうに思います。 

 まず３つぐらいあるかと思いますが、１つは、

まず生徒数がどのぐらいまで減少すれば統合と

いうことを考えなければならないのか。現在、

200名を下回る規模で運営している中学校は県

内にもたくさんあるわけでございます。当面の

間は300人から400人の規模で南北中ともやって

いけるという見通しができてございますので、

まずはそれは必要ないのではないかというふう

に思います。 

 それから、２つ目としましては、仮に統合と

いうことを考えた場合に、どこにその統合の中

学校をつくっていくのか、これも大変大きな問

題があるというふうに思います。 

 それから、統合するということになった場合

に、そのメリット、デメリット、さまざま近隣

でも統合中学校ができておりますが、当然メリ

ットもありますが、デメリットもさまざまなも

のがあるというふうに聞いてございます。 

 例えば、部活の問題でいえば、確かに部活の

部員がふえたということですけれども、選手と

して出場できるメンバーが限られている、ほか

の人がほとんど補欠になってしまって、なかな

か大会に出ることができないなどという、一例

ですけども、問題も聞いているところでござい

ます。そのようなメリット、デメリットをさま

ざま総合的に想定し、慎重に、本当に慎重に検

討すべき問題であるというふうに考えていると

ころでございます。 

○渋谷佐輔議長 ９番、梅津善之議員。 

○９番 梅津善之議員 さまざまな人口減少をし

ないような対策を私も一生懸命考えておるとこ

ろでございますけども、いろんな施策で減らな

いことを願っておりますし、57年当時、南北中

学校の面積、グラウンドであるとか、県下、自

慢できるようなすばらしい中学校だったと私も

思っております。ぜひそれが維持できることを

願いながら、質問を終わりたいと思います。あ

りがとうございました。 

 

 

 鈴木富美子議員の質問 

 

 

○渋谷佐輔議長 次に、順位７番、議席番号６番、

鈴木富美子議員。 

  （６番鈴木富美子議員登壇） 

○６番 鈴木富美子議員 おはようございます。

一般質問２日目、２番、長井創生の鈴木富美子

です。 

 ちょっと大人になりまして、声変わりしまし

たので、お聞き苦しい点もあると思いますが、

よろしくお願いします。 

 2017年も何かあっという間に過ぎ去ったよう


